
平成24年 1月 18日

平成 24・ 25年 度後期高齢者医療保険料 (案)に ついて

国保年金課

東京都後期高齢者医療広域連合は、平成 24年 1月 13日及び 16日に、同広域連合議会の

議員に、平成 24・25年度後期高齢者医療保険料に係る条例議案について説明会を開催 した。

そこで示された平成 24・25年度の保険料 (案)は 、次のとお りである。

1 保 険料率等

区 分

広 域 連 合 葛■節■底

24・25年 度 22・23年 度 増 減 24■25‐年度 22・23年 度 増 減

被保険者数

24年 度

126万 7千 人 122万 3千 人

(23年度)

44,000ノ(

3 . 6 %

24年度|■■‐|
il 147;10001人 45,000ノ(

(23年度)

2,000メ 、

4 . 4 %

25年 度

131万 1千人

88,000メ、

7 . 2 %

251年度■||

| |149ょ10001う(

4,000メ 、

8 . 8 %

1人 当た り

給付費

24年 度

846,578円 8 2 1 , 1 2 3円

(23年度)

25,455円

3 . 1 %

24年度■■|

■1853声98‐51円‐ 8 2 8 , 3 0 7円

(23年度)

2 5 , 6 7 8円

3 . 1 %

25年度

8 7 2 , 8 2 2円

5 1 , 6 9 9円

6 . 3 %

251年度■■■

|1880j1458‐1門

5 2 , 1 5 1 円

6 。3 %

賦課 (保険

料)総 額 (2

か年度分)

2 , 8 4 2億円 2,535億円 30 7億円 07!‐51億!犀 5 8 . 6 億円 8.9億 円

均等害J額 40,100円 37,800円
2 , 3 0 0円

6 . 1 %
401100i円 37,800円

2 , 3 0 0円

6 . 1 %

所得害」率 8.19% 7.18%
1.01ポイン

ト
8119% 7。18%

1.01ポ イン

ト

賦課割合 36.4 :63.6 36.3 : 63.7
所得割△0.1

ポイン ト
86i4:163!6 36.3 : 63.7

所得割△0.1

ポイン ト

賦課限度額 5 5万 円 50万 円 D 力 円 う■万円 5 0万 円 5 万 円

1 人 当た り

保険料
93,258円

84,527円

(23年度本

算定時)

8 , 7 3 1  円

1 0 . 3 %
79す35611F弓

65,050円

(23年度本

算定時)

5,306円

8 . 2 %



2 均 等割額の軽減  (22・ 23年 度と同様の措置を継続)

総所得金額等 (※)力S下記の基準を超えない世帯
軽減

割合

軽減後め均等害r額

241251年度 22・23年 度 増減

3 万円 (基礎控除額) 8.5害」 6,0-151円 5,670円 345円

8.5害」軽減を受ける世帯の うち後期高齢者医療

制度の被保険者全員が年金収入 80万 円以下

(その他の所得がない場合)

9害」 401い 円 3,780円 230円

33万 円+24.5万 円X被 保険者の数 (被保険者であ

る世帯主を除く)
室
Ｆ

一ｂ 20声050‐円| 18,900円 1,150円

33万 円+35万 円×被保険者の数 室
ロ

９
争 32,lo‐90円 30,240円 1,840円

※65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、総所得金額等から15万円を控除した額

3 所 得害」額の軽減  (22823年 度 と同様の措置 を継続)

1日ただ し書き所得 (総所得金額等か ら33万 円 (基礎控除額)を 控除 した額) 軽減割合※

15万 円以下 (年金収入のみの場合は、収入が 168万円以下) 100%■ぐ500/0)

20万 円以下 (年金収入のみの場合は、収入が 173万 円以下) 75%■ ぐ第0/o)

58万 円以下 (年金収入のみの場合は、収入が 211万円以下) 50%

※|←!|)1内は東京都の広域連合が独自に上乗せしている分

4 後 期高齢者医療制度加入の前 日まで被用者保険の被扶養者であった者の軽減 (22・

23年 度と同様の措置を継続)

均等割額を9割軽減する。所得割額は、無料 (恒久措置)。

5 保 険料の増加抑制策 (2か 年度で合計 412.1億 円)

(1)区 市町村による特別対策等の継続 (2か年度で206億 円の一般財源を投入)

区市町村全体 )ち葛節‐区負1担分

特

男噂

対

策

審査支払手数料 6 3億円 分●ま億円

財政安定化基金 (通常積立分)拠 出金 2 0億 円 61‐7‐ま億円

保険料未収金補てん分 57億円 r5ま億円

葬祭費 63億円 2120億‐円

計 203億 円 4‐95‐億円

所得割額の軽減 (都広域連合上乗せ分) 3億 円 011ユ億円

合   計 2 0 6億円 ■●母億円

(2)財 政安定化基金の活用 (2か年度で206.1億 円)

① 通常積立分 (前期残高及び 24・25年度分)の 取り崩し  90.6億 円

② 特別に積み増す分の取り崩し 115,5億円 (国・都 ・広域連合各 38.5億円を拠出)

6 そ の他

5(1)の 一般財源の投入を24・25年度に実施するため、議案 「東京都後期高齢者医

療広域連合規約の一部変更について」を第 1回区議会定例会に提出する予定である。


